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＊ご所属、お名前、連絡先、交流会の参加/  

 不参加をお知らせください 

 

＊自治体学会の会員対象の講座ですが、会員からの 

 推薦があれば、一般の方もご参加いただけます。 

近畿自治体学会特別企画 

 学ぼう・話そう・つながろう講座 

 第1弾 阿部昌樹先生を囲んで 

      テーマ：自治体職員は 

        どう住民と向き合うのか？ 
 

近畿自治体学会では、新規入会者や若手・中堅の自治体職員向けに、地方

自治の現場が直面する課題について話し合い、ネットワークを広げるための連続

講座を企画しました。同じ会員である大学教員を囲んで、知見を語っていただくと

ともに、グループワークで参加者同士が学びあいます。別の職場や大学関係者ら

とのつながりをつくる好機です。ふるってご参加ください。 

 

  2018年2月10日 (土)13時半～17時 
      講義＋グループワーク＋討論、終了後に近くで交流会を予定 

 
場 所：大阪ドーンセンター４階中会議室３ 
  大阪市中央区大手前1丁目3番49号 
   京阪又は地下鉄谷町線「天満橋」駅から徒歩4分 

定 員：25人 （１月末日締切、先着順） 

参加費：500円 （交流会は別途実費） 

 

           阿部 昌樹 先生 

大阪市立大学 法学研究科 教授 
専門は法社会学/自治体学会評議員 

主催：近畿自治体学会 事務局:NPO政策研究所神戸オフィス内

   神戸市須磨区須磨寺町1－1－3 カネカシーサイド須磨寺402号 

     Tel＆Fax 078－737-1995  kinki.jigaku@gmail.com 

     https://kinki-jichitai-gakkai.jimdo.com/ 

ネットワークを 

 広げよう！ 

講師からのメッセージ 
 「公民協働」の重要性が強調され、もは
や住民を「お客様」と見る時代ではないと
言われる。また、改正行政不服審査法の
施行により、住民の不服対応に新たな視
点が求められ、審査請求につながらないよ
うな住民対応を行うことが重要である。さ
らに、住民間の対立に、職員がどう対応す
るのかも再考が必要だ。 
 「参加」「協働」「不服」「紛争」をキー
ワードに、自治体職員は住民とどう向き合
うべきなのか、を考えてみたい。 

お申し込み、お問い合わせは 

kinki.jigaku@gmail.com まで。 


